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ごみ処理実施計画 

１ ごみ排出量の見込み 

    （単位：ｔ） 

種     類 排出量 合  計 

家
庭
系
ご
み 

もえるごみ １９，９２３ 

２４，４５３ 

もえないごみ １，４３７ 

粗大ごみ １，４４６ 

資源物 

ペットボトル ２４２ 

紙類 ７６８ 

布類 １４９ 

かん類 ２０５ 

生きびん ２２ 

その他(ビールケー

ス、バッテリー等) 
1 

その他（乾電池、蛍光管、小型

電子機器、廃油） 
２６０ 

 

事
業
系
ご
み 

 
もえるごみ ９，２０６ 

１２，８１９ 

もえないごみ ６２ 

粗大ごみ １４６ 

再生利用業指定廃棄物 

（木くず・草等） 
３，４０５ 

集
団
回
収 

資源物 

紙類 １９０ 

２４４ 

布類 １８ 

かん類 ２４ 

生きびん １１ 

その他 １ 
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２ ごみの処理主体 

(1) 家庭から排出されるごみ 

種   類 収集運搬 中間処理 
最終処分 

資源化 

もえるごみ 直営・委託 直営 直営・委託 

もえないごみ 委託 直営 直営・委託 

粗大ごみ 直営・委託 直営 直営・委託 

資源物 

ペットボトル 委託 委託 委託 

紙類 委託 委託 委託 

布類 委託 委託 委託 

かん類 委託 委託 委託 

生きびん 委託 委託 委託 

その他 

（ビールケース 

バッテリー等） 

委託 委託 委託 

使用済小型電子機器 直営 委託 委託 

有害ごみ（乾電池・蛍光管） 直営・委託 委託 委託 

再生利用業指定廃棄物 

（廃食用油） 

排出者 

指定業者 
指定業者 指定業者 

(2) 事業活動に伴って排出されるごみ 

種   類 収集運搬 中間処理 最終処分 

もえるごみ 
排出者 

許可業者 
直営 直営・委託 

もえないごみ 
排出者 

許可業者 
直営 直営・委託 

粗大ごみ 
排出者 

許可業者 
直営 直営・委託 

再生利用業指定廃棄物 

（木くず・草等） 

排出者 

指定業者 
指定業者 指定業者 

事業活動に伴って排出されるごみは、排出者自らの責任において適正に処

理することを原則とする。事業系ごみの排出量には、家庭から許可業者へ収

集依頼を行い収集したものも含まれる。なお、遺品整理や不用品回収などの

業務に伴い、家庭から排出される廃棄物を取り扱う場合、一般廃棄物処理業

の許可を持たない事業者が自ら収集・運搬を行うことは法律で禁止されてい

る。これらの業務を行う場合は、排出者（依頼者）に適正な処理方法を案内

するとともに、必ず唐津市一般廃棄物処理許可業者と連携・委託し、適正な

処理を行うこととする。 

排出者は、ごみの減量に努め、分別を徹底し、資源物回収業者などを活用
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するなどして、積極的に再資源化に取り組むこととする。一般廃棄物に分類

されるものについて、自ら処理できない場合には、排出者が自ら又は市が許

可した一般廃棄物収集運搬業者等に委託して収集運搬し、市の処理施設で処

理するものとする。 
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３ 処理計画 

  ごみ処理計画 

  ① ごみの排出抑制・再資源化計画 

   ア 排出抑制の方法 

施  策 内      容 

生ごみ資源化の推進 
家庭用の生ごみ処理機を購入する人に、購入に要

した経費の一部を支援します。 

食品ロスの削減 

てまえどり活動の推進やフードドライブの実施な

ど、食品ロス削減のための取組の普及・啓発に努

めます。 

ごみ処理有料化 

一般廃棄物の排出量・処理経費に応じた負担の公

平化及び市民の意識改革を進め、ごみの排出抑制

を図ります。 

もったいないセンター

の運営 

清掃センターに搬入される粗大ごみ（自転車、家

具など）の中から使用可能なものを修理し、市民

等へ提供し、再利用します。 

分別排出の徹底 

分別排出を徹底し、資源化に協力します。ま

た、地域団体による資源物の分別回収において

は、ごみの減量化の観点から有効であるばかりで

なく、地域コミュニティの育成にも役立つもので

あることから、積極的に実施します。 

再生利用の拡充 

再生利用を拡充させるため、廃食用油、木く

ず、草などの再生利用を促進します。廃食用油に

ついては、家庭から排出される使用済み油の回収

を進め、再生利用を推進します。 

行政回収の多様化 

資源物の回収を実施している地域団体が結成され

ていない地区に対しては、市が主体となり、一般

の家庭から出された資源物を回収します。ま

た、家電４品目を適正に処理できるよう小売業者

に代わり、家電リサイクル法に基づいたルートに

引き渡すための収集運搬を行い、適正処理の円滑

化を図り、リサイクルを推進します。 

公共施設等を利用した

拠点回収の拡充 

家庭から出た蛍光管・乾電池などの有害ごみや使

用済小型電子機器の公共施設等を活用した拠点回

収を推進し、適正な処理を図り、資源化に努めま

す。 
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   イ 再資源化の方法及び量 

区   分 方   法 資源化量 

資
源
物 

ペットボトル 

資源回収業者が選別、圧

縮、保管後、指定法人へ

引き渡す 

２４２ｔ 

紙類 

布類 

かん類 

生きびん 

その他 
（ビールケース 

バッテリー等） 

資源回収業者が選別、保

管し再生資源業者に引き

渡す 

１，６３１ｔ 

※集団回収量を含む 

再
生
利
用
業
指
定
廃
棄
物 

木くず・草 

廃食用油等 

再生利用業指定業者によ

る処理 
３，４１２ｔ 

も
え
な
い
ご
み
・
粗
大
ご
み 

選
別
資
源
化 

ワンウェイ 

びん類 

選別、保管後、指定法人

へ引き渡す 

１，２００ｔ 

鉄プレス 
選別、圧縮、保管後、再

生資源業者へ引き渡す 

アルミプレス 
選別、圧縮、保管後、再

生資源業者へ引き渡す 

鉄がら 
選別、保管後、再生資源

業者へ引き渡す 

プラスチック 
選別、保管後、再生資源

業者へ引き渡す 

使用済小型電子機器 
選別、保管後、認定事業

者へ引き渡す 
２２６ｔ 

使用済小型電子機器 

(ボックス回収) 

保管後、認定事業者へ引

き渡す 
３ｔ 

有
害
ご
み 

乾電池 
保管後、再生資源業者へ

引き渡す 
３１ｔ 

蛍光管 
保管後、再生資源業者へ

引き渡す 
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  ② ごみの収集・運搬計画 

   ア 収集・運搬する廃棄物の量 

    （単位：ｔ） 

種    類 排出量 合  計 

家
庭
系
ご
み 

もえるごみ １９，７７２ 

２３，３４４ 

もえないごみ １，４０７ 

粗大ごみ ５１８ 

資源物 

ペットボトル ２４２ 

紙類 ７６８ 

布類 １４９ 

かん類 ２０５ 

生きびん ２２ 

その他（ビールケー

ス、バッテリー等） 
1 

その他 

（乾電池・蛍光管・使用済小型

電子機器・廃油） 

２６０ 

事
業
系
ご
み 

もえるごみ ８，８３７ 

１２，４２１ 

もえないごみ ５１ 

粗大ごみ １２８ 

再生利用業指定廃棄物 

（木くず・草等） 
３，４０５ 

 

イ 収集区域の範囲 

     唐津市全域 
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   ウ 収集回数及び収集の方法 

種    類 方式 回 数 方  法 

家
庭
系
ご
み 

もえるごみ 

併用 

※１ 

２回／週 

指定袋 もえないごみ 
１回／月 

びん類 

粗大ごみ 
１回／月 

又は随時※２ 
粗大ごみ処理券 

資
源
物 

ペットボトル 

ｽﾃｰｼｮﾝ １回／月 

 エコバッグ 

※３ 

紙類 ひもで束ねる 

布類 袋 

かん類 

※４ 

スチール 
指定袋 

アルミ 

生きびん 
― 

その他※５ 

使用済小型電子機器 

拠点 

※６ 

随時 ボックス 

有害ごみ 

（乾電池・蛍光管） 
随時 ― 

再生利用業指定廃棄物 

（廃食用油） 

事
業
系
ご
み 

もえるごみ 

戸別 随時 

許可業者 

又は 

直接搬入 
もえないごみ 

粗大ごみ 

再生利用業指定廃棄物 

（木くず、草等） 

指定業者 

又は 

直接搬入 

※１ 戸別＋ステーション 

※２ 随時の地区…唐津地区、浜玉地区 

※３ ペットボトル専用の回収容器をステーションに設置 

※４ 唐津地区、七山地区は指定袋を使用せず、透明な袋で排出 

※５ ビールケース、バッテリー等 

※６ 市役所本庁・市民センター、公民館等の指定拠点に回収容器を設置
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エ 唐津市一般廃棄物処理業許可業者一覧 

（ごみの収集・運搬）         令和８年３月３１日現在（５０音順） 

業 者 名 住   所 電話番号 

(企)相知清掃社 唐津市相知町相知 2044-1 0955-62-3816 

(有)唐津環境整備センター 唐津市久里 836-3 0955-78-1175 

(有)環境技研 唐津市神田 2876-1 0955-73-2036 

(有)厳木環境開発 唐津市厳木町箞木 109 0955-63-2204 

(株)三栄 唐津市鏡 2516-1 0955-77-2380 

(有)清掃衛生社 唐津市船宮町 2277 0955-72-2817 

(有)鎮西開発 唐津市鎮西町名護屋 4116 0955-82-1638 

(有)東海砿油 唐津市東唐津 4 丁目 6-7 0955-72-7675 

(有)西村セーブザアース 唐津市東唐津 3 丁目 8-8 0955-73-7250 

(有)浜玉環境開発 唐津市浜玉町平原甲 3837-2 0955-56-2019 

(株)美研 唐津市和多田西山 4365  0955-73-0478 

肥前環境開発(株) 唐津市肥前町大浦 39 0955-53-2515 

(株)富士 唐津市西城内 1-2 0955-72-1188 

(株)北栄 唐津市北波多岸山 509-59 0955-64-3097 

(株)松浦クリーン 唐津市湊町 4671-2 0955-51-7010 

(有)メディクリーン 唐津市佐志南 3841 0955-75-5209 

吉村産業 唐津市七山荒川 889 0955-58-2364 

(有)呼子クリーン開発 唐津市呼子町殿ノ浦 521-4 0955-82-3311 

 

＜令和８年度唐津市一般廃棄物処理業許可（ごみ収集・運搬）の方針＞ 

  年々、ごみ処理量は減少傾向で、本市の年間に排出される一般廃棄物の排出見

込量に対し、既存許可業者の収集・運搬能力が１０，０００トン以上あり、既存

の許可業者の収集・運搬能力で充足している。また、むやみに一般廃棄物処理業

許可業者を増やすと、既存業者の健全な事業活動へ影響を与え、処理費用削減を

目的とした不法な行為（不法投棄など）に繋がることが懸念され、一般廃棄物の

適切な処理を継続的かつ安定的に行う上での支障となる恐れがある。 

このため、令和８年度中は新たな許可は行わない。 
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オ 唐津市一般廃棄物収集運搬委託業者 

（ごみの収集・運搬）         令和８年３月３１日現在（５０音順） 

業 者 名 住    所 電話番号 

川口汽船(有) 唐津市呼子町小川島 227-5 0955-82-8024 

(有)環境技建 唐津市鎮西町名護屋 1648-1 0955-82-4836 

クリーン唐津（企）  唐津市八幡町 623 0955-73-3671 

 
 

 ③ ごみの中間処理計画 

   ア 処理施設の概要 

    Ⅰ 焼却施設 

施設名 唐津市清掃センター 

所在地 佐賀県唐津市北波多岸山２３４－２ 

型 式 流動床式全連焼却炉 

能 力 １５０ｔ／日（５０ｔ／２４ｈ×３炉） 

 

施設名 唐津市向島ごみ焼却施設 

所在地 佐賀県唐津市肥前町向島 

型 式 機械化バッチ式 

能 力 ４５ｋｇ／ｈ 

 

Ⅱ 粗大ごみ・不燃ごみ処理施設 

施設名 唐津市清掃センター 

所在地 佐賀県唐津市北波多岸山２３４－２ 

設 備 

破砕設備 粗大ごみ切断機、回転式破砕機、破袋機 

選別設備 
磁選機、不燃物可燃物分離装置、風力選

別機、アルミ選別機、手選別コンベア 

再生設備 金属圧縮機 

能 力 ４８ｔ／日（１日５時間稼動） 
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Ⅲ 唐津市清掃センターでの処理困難物の処理施設      

施設名 クリーンパークさが 

所在地 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲３７００－２０ 

設 備 
焼 却 ８４ｔ／日（４２t×２炉） 

 破 砕 １９．２ｔ／８時間 

 

 イ 搬入される廃棄物の施設別･搬入者別の処理量 

    Ⅰ 唐津市清掃センター（焼却施設） 

搬入者 処理量 合計 

唐津市 ３０，６０７ｔ 
３１，８２６ｔ 

玄海町 １，２１９ｔ 

 

      唐津市向島ごみ焼却施設 

搬入者 処理量 合計 

唐津市 １２．６ｔ １２．６ｔ 

 

    Ⅱ 唐津市清掃センター（粗大ごみ・不燃ごみ処理施設） 

搬入者 処理量 合計 

唐津市 １，９４５ｔ 
２，０２３ｔ 

玄海町 ７８ｔ 

 

Ⅲ クリーンパークさが 

搬入者 処理量 合計 

唐津市 

(処理困難物、焼却灰

及び不燃残渣) 

２，３００ｔ 

５，１５５ｔ 

多久市 

(不燃残渣) 
７５ｔ 

小城市 

(不燃残渣) 
３３０ｔ 

天山地区共同環境組合 

（焼却灰） 
１，６５０ｔ 

佐賀県西部広域環境組合 

（溶融飛灰処理物） 
８００ｔ 
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   ウ 残渣の量及び処分方法 

残渣種別 埋立処分量 合計 

焼却灰 ３，０６１ｔ 
３，８７５ｔ 

不燃残渣 ８１４ｔ 

※ クリーンパークさが及び大分市の管理型最終処分場に搬出 

 

④ ごみの最終処分計画 

   ア 最終処分場の概要 

施設名 唐津市清掃センター（１期・２期） 

所在地 佐賀県唐津市北波多岸山２３４－２ 

埋立地面積 ２３，０００㎡ 

埋立容量 １６４，７００㎥ 

残余容量 ０㎥（令和８年３月末） 

 

施設名 唐津市東山不燃物処理場 

所在地 佐賀県唐津市東山字縫城甲８０１－１３８ 

埋立地面積 ５，３７１㎡ 

埋立容量 １４，４９９㎥ 

残余容量 ０㎥（令和８年３月末） 

 

施設名 厳木町不燃物捨場 

所在地 佐賀県唐津市厳木町岩屋４８４－５３ 

埋立地面積 ２，４９５㎡ 

埋立容量 １３，１５５㎥ 

残余容量 ０㎥（令和８年３月末） 

 

施設名 相知町一般廃棄物処理施設（埋立処分場） 

所在地 佐賀県唐津市相知町平山字猿の尾 

埋立地面積 ３，９４７㎡ 

埋立容量 １９，１３２㎥ 

残余容量 １６，２１８．６㎥（令和８年３月末） 

 

施設名 クリーンパークさが 

所在地 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲３７００－２０ 

埋立地面積 ３８，８９０㎡ 

埋立容量 ４１３，０００㎥ 

稼動開始日 平成２１年４月１日 
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イ 搬入される廃棄物の施設別・搬入者別の埋立量 

施 設 名 搬入者 埋 立 量 

唐津市清掃センター 唐津市 ０ｔ 

唐津市東山不燃物処理場 唐津市 ０ｔ 

厳木町不燃物捨場 唐津市 ０ｔ 

相知町一般廃棄物処理施設 唐津市 ３ｔ 

クリーンパークさが 

唐津市 ２，３００ｔ 

多久市 ７５ｔ 

小城市 ３３０ｔ 

天山地区 

共同環境組合 
１，６５０ｔ 

佐賀県西部広域環境組合 

（溶融飛灰処理物） 
８００ｔ 

※ 「唐津市清掃センター」への埋め立ては行っていない。 

※ 「唐津市東山不燃物処理場」への廃棄物の搬入は行っていない。 

※ 「厳木町不燃物捨場」については、今後、平常時の搬入を行わない。 

※ 「クリーンパークさが」への唐津市の搬入分については、唐津市清掃セ

ンターでの処理困難物、焼却灰及び不燃残渣を搬入するもの。 

 

   ウ 埋立計画（埋立区域、埋立方法等） 

施 設 名 埋立区域 埋立方法 

唐津市清掃センター 第２期埋立処分場 管理型 

唐津市東山不燃物処理場 ― サンドイッチ方式 

厳木町不燃物捨場 ― 投込方式 

相知町一般廃棄物処理施設 ― 投込方式 

クリーンパークさが ― 管理型 
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⑤ その他 

 ア 唐津市一般廃棄物再生利用業指定業者一覧 

令和８年３月３１日現在（５０音順） 

 

 

 

   イ 災害廃棄物の処理 

     災害により発生する廃棄物については、必要に応じ、県、近隣市町、関

係団体と連携・協力して処理を行うものとする。 

      

【参考】唐津市が締結している災害時相互応援協定（ごみ関係） 

協 定 名 締 結 日 締 結 先 

災害等における一般廃棄

物処理及び火葬に係る相

互応援協力に関する協定 

平成２６年１月２７日 福岡県糸島市 

災害時における一般廃棄

物の収集運搬に係る支援

協力に関する協定 

平成２７年８月３１日 
唐松地区環境整備事

業協同組合 

災害時における廃棄物の

処理等の支援協力に関す

る協定 

平成２９年５月２９日 

一般社団法人佐賀県

産業資源循環協会 
（旧一般社団法人佐賀県産業 

廃棄物協会） 

業 者 名 住  所 電話番号 取り扱う廃棄物の種類 

(株)栄信グループ 神田 2069-1 
0955- 

65-7511 
草、木くず 

(有)カイ商事 
唐津市鳩川 

7221-79 

0955- 

79-6868 
草木、木くず 

成和建設(株) 
唐津市厳木町 

広瀬 3967-2 

0955- 

63-4648 

伐採木、刈草 

木の根、木くず 

(株)タナカ産業 
唐津市相知町大野

1078 

0955- 

62-5337 

木くず、竹、 

剪定くず、刈草 

(株)田中造園土木 
唐津市相知町大野 

1078 

0955- 

62-5357 

木くず、竹、 

剪定くず、刈草 

(株)鶴松造園建設 唐津市畑島 5793 
0955- 

78-0272 

剪定くず 

一般木くず等 

(株)ナラタ 
唐津市宇木 

435-1 

0955- 

77-1795 
伐採材、刈草 

村山造園土木(株) 
唐津市菜畑 

3221-15 

0955- 

72-3298 
剪定木くず、草 
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生活排水処理実施計画 

 

 １ 生活排水処理形態別人口予測 

処 理 方 法 

処理区域及び処理人口 

中部・南部地区(※) 北部地区(※) 

農業集落排水処理 ６，２３１人 １，４８０人 

漁業集落排水処理 ４１６人 １，７７４人 

公共下水道 ６９，８７３人 １１，４７９人 

合併処理浄化槽 ４，０５０人 ６，３０９人 

単独処理浄化槽 ２，１６５人 １，４４９人 

し尿収集 ３，２１０人 ４，７４０人 

自家処理 ０人 ０人 

(※)中部地区・・・唐津地区 

   南部地区・・・厳木、相知、北波多地区 

   北部地区・・・浜玉、七山、肥前、鎮西、呼子地区 

 

 ２ 生活排水の処理主体 

処理方法 収集運搬 中間処理 最終処分 

農業集落排水処理 － 農業集落排水処理施設 

委託 

漁業集落排水処理 － 漁業集落排水処理施設 

公共下水道 － 公共下水道処理施設 

し尿 
許可業者 衛生処理センター 

浄化槽汚泥 



15 

３ し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

 (1) 中間処理計画 

中部・南部地区 

名  称 唐津中部衛生処理センター 

所 在 地 唐津市養母田２０５番地２ 

処理方式 高負荷脱窒素処理＋高度処理方式 

処理能力 ８０ＫＬ／日 

搬 入 量 

し尿 ７，８５２ＫＬ 

１７，０９９ＫＬ 

浄化槽汚泥 ９，２４７ＫＬ 

搬 入 者 許可業者が直接搬入 

残  渣 焼却灰 
廃棄物処理施設へ処分委託 

（溶融後、再利用） 

 

北部地区 

名  称 唐津北部衛生処理センター 

所 在 地 唐津市呼子町大友９０１７番地８ 

処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理＋高度処理方式 

処理能力 ７７ＫＬ／日 

搬 入 量 

し尿 ７，１７０ＫＬ 

１９，６０１ＫＬ 

浄化槽汚泥 １２，４３１ＫＬ 

搬 入 者 陸上輸送委託業者がし尿中継施設から搬入 

残  渣 焼却残渣は、コンクリートブロック化 
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(2) 収集・運搬計画 

   ア 収集・運搬する廃棄物の量           （単位：ＫＬ／年） 

地区名 収集・運搬者 種  類 廃棄物の量 

中部・南部地区 許可業者 

し尿 ７，８５２ 

浄化槽汚泥 ９，２４７ 

北部地区 許可業者 

し尿 ７，１７０ 

浄化槽汚泥 １２，４３１ 

 

   イ 収集区域の範囲 

     し尿収集世帯及び浄化槽処理世帯のある離島を含む唐津市全域とする。 

 

  ウ 収集回数 

    し尿については概ね月１回、浄化槽汚泥については浄化槽法に基づく年

１回以上の清掃時に排出される汚泥を収集する。 

 

  エ 収集の方法 

    一般廃棄物（し尿、浄化槽汚泥）処理許可業者が収集を行う。 
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オ し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬許可業者 

地  区  名 業  者  名 

中部地区 唐津 

有限会社 環境技研 

有限会社 清掃衛生社 

有限会社 唐津環境整備センター 

南部地区 厳木・相知・北波多 株式会社 松浦環境センター 

北部地区 

浜玉 有限会社 虹南環境サービス 

肥前 有限会社 肥前新生社 

鎮西 有限会社 鎮西開発 

呼子 有限会社 呼子カンキョウ 

七山 株式会社 七山環境整備 

 

＜令和８年度唐津市一般廃棄物処理業許可（し尿・浄化槽汚泥収集・運搬）の方針＞ 

し尿、浄化槽汚泥処理量は全体として減少傾向にあり、現在の許可業者の収集・

運搬能力で充足している。 

このため、令和８年度中は新たな許可は行わない。 

 

カ 運搬の方法 

・中部及び南部地区 

許可業者が収集後、唐津中部衛生処理センターへ直接運搬を行う。 

 

・北部地区 

許可業者が収集後、各地区に設置しているし尿中継施設に運搬し、し尿中

継施設から唐津北部衛生処理センターまでの運搬は陸上輸送委託業者が行う。 
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※し尿中継施設概要 

名  称 貯留可能量 所  在  地 

浜玉し尿中継施設 ７５ＫＬ 唐津市浜玉町渕上１５８８－１ 

肥前し尿中継施設 ７８ＫＬ 唐津市肥前町万賀里川８１０－１ 

鎮西し尿中継施設 １００ＫＬ 唐津市鎮西町名護屋石屋町２０５７－５ 

呼子し尿中継施設 ７０ＫＬ 唐津市呼子町呼子１４１３－１ 

七山し尿中継施設 ３０ＫＬ 唐津市七山滝川９３８－８ 

 

・離島 

  し尿収集世帯及び浄化槽世帯のある離島については次のとおりに収集、運搬

を行う。 

 

 Ⅰ 高島・神集島（唐津地区） 

許可業者が、唐津市の手配する海上運搬船を用い収集車を島内に運搬し収集

を行い、唐津中部衛生処理センターへ運搬する。 

 

  Ⅱ 小川島（呼子） 

許可業者が、唐津市の手配する海上運搬船を用い収集車を島内に運搬し、収

集後は再び海上運搬船を用いて収集車を鎮西町名護屋港まで運搬する。その

後、許可業者が呼子し尿中継施設まで運搬する。 

 

Ⅲ 馬渡島（鎮西） 

許可業者が、島内に常備している収集車により収集を行い、収集後は島内に

ある中継施設に貯留する。貯留したし尿、浄化槽汚泥の引き抜きを行う際

は、唐津市が手配する海上運搬船で引き抜き用の車両を運搬し、鎮西し尿中継

施設まで運搬する。 
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  Ⅳ 加唐島・松島（鎮西）、向島（肥前） 

   し尿収集世帯及び浄化槽世帯がないため島内収集は行わない。 

 

キ し尿・浄化槽汚泥の運搬委託業者  

業 者 名 委  託  内  容 

松浦環境管理有限会社 中継施設から唐津北部衛生処理センターまでの陸上輸送 
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４  集落排水処理施設から発生する汚泥の処理 

地区 処理区 
汚泥処理

状況 
廃棄物の量 

処分方法 

令和８年度 令和９年度以降の計画 

中
部 

双水地区 脱水汚泥 57.0ｔ 

 

再資源化し、再利用 再資源化し、再利用 

後川内地区 濃縮汚泥 84.0㎥ 唐津中部衛生処理センターにて処理 唐津中部衛生処理センターにて処理 

千々賀・畑島・山田地区 脱水汚泥 47.0ｔ 再資源化し、再利用 再資源化し、再利用 

竹木場・唐川地区 濃縮汚泥 228.0㎥ 唐津中部衛生処理センターにて処理 唐津中部衛生処理センターにて処理 

相賀地区 濃縮汚泥 330.0㎥ 唐津中部衛生処理センターにて処理 唐津中部衛生処理センターにて処理 

湊地区 脱水汚泥 41.0ｔ 再資源化し、再利用 再資源化し、再利用 

神集島地区 脱水汚泥 12.0ｔ 再資源化し、再利用 再資源化し、再利用 

高島地区 脱水汚泥 3.0ｔ 再資源化し、再利用 再資源化し、再利用 

南
部 

天川地区 濃縮汚泥 72.0㎥ 唐津中部衛生処理センターにて処理 唐津中部衛生処理センターにて処理 

行合野地区 濃縮汚泥 68.0㎥ 唐津中部衛生処理センターにて処理 唐津中部衛生処理センターにて処理 

志気地区 濃縮汚泥 48.0㎥ 唐津中部衛生処理センターにて処理 唐津中部衛生処理センターにて処理 

北
部 

渕上地区 濃縮汚泥 140.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

向島地区 脱水汚泥 2.0ｔ 再資源化し、再利用 再資源化し、再利用 

駄竹地区 濃縮汚泥 96.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

京泊地区 濃縮汚泥 52.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

菖津地区 濃縮汚泥 51.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

晴気地区 濃縮汚泥 47.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

星賀地区 濃縮汚泥 99.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

高串地区 － － － 令和９年供用開始予定 

加唐島地区 濃縮汚泥 63.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

波戸地区 濃縮汚泥 128.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

串浦地区 濃縮汚泥 100.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

馬渡島地区 濃縮汚泥 120.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

松島地区 濃縮汚泥 28.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

大泊地区 濃縮汚泥 25.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

加部島地区 濃縮汚泥 240.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

小友地区 濃縮汚泥 140.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

小川島地区 濃縮汚泥 200.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 

七山中央地区 濃縮汚泥 455.0㎥ 唐津北部衛生処理センターにて処理 唐津北部衛生処理センターにて処理 
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５ し尿・汚泥の最終処分計画 

     し尿処理施設の処理過程から発生するし渣・脱水汚泥の処理は次のとお

り処理する。                      

地区名 

処分方法及び搬出量 

し渣 脱水汚泥 

中部・南部地区 

衛生処理センター内で焼却

後、搬出し、廃棄物処理施

設にてスラグ化、最終埋立

処分場の覆土材として利用

（委託） 

衛生処理センター内で焼却

後、搬出し、廃棄物処理施

設にてスラグ化、最終埋立

処分場の覆土材として利用

（委託） 

北部地区 

衛生処理センター内で焼

却（コンクリートブロック

化） 

衛生処理センター内で堆肥

化（一部は焼却してコンク

リートブロック化） 

 

６ 災害時におけるし尿・浄化槽汚泥の処理 

    災害により発生するし尿・浄化槽汚泥の処理については、必要に応

じ、県、近隣市町、関係団体と連携・協力して処理を行うものとする。 

 

【参考】唐津市が締結している災害時相互応援協定 

協 定 名 締 結 日 締 結 先 

災害時における一般廃棄

物処理及び火葬に係る相

互応援に関する協定 

平成２６年１月２７日 福岡県糸島市 

災害時における一般廃棄

物の収集運搬に係る支援

協力に関する協定 

平成２７年８月３１日 
唐松地区環境整備事業

協同組合 

 


